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○ 取扱い 

1 次の傷病名に対する D012「37」大腸菌血清型別の算定は、原則として

認められる。 

 ⑴ 感染性腸炎 

 ⑵ 細菌性腸炎 

 ⑶ 大腸菌感染症 

2 次の傷病名に対する D012「37」大腸菌血清型別の算定は、原則として

認められない。 

 ⑴ 感染性下痢症疑い 

 ⑵ 急性胃腸炎（疑い含む。） 

 ⑶ 感染性腸炎疑い 

 ⑷ 細菌性腸炎疑い 

 

○ 取扱いの根拠 

 D012「37」大腸菌血清型別については、厚生労働省通知※に「「37」の

大腸菌血清型別は、「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、

及び「D023-2」その他の微生物学的検査の「3」大腸菌ベロトキシン定性

により毒素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認

され、並びに血清抗体法により大腸菌の O 抗原又は H 抗原の同定を行っ

た場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合にお

いて「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。」と示されて

いる。 

 したがって、感染性腸炎、細菌性腸炎あるいは大腸菌感染症であっても、

初発時の発症状況ならびに臨床所見より上記を満たす蓋然性が高い場合

には当該検査の速やかな実施が求められる。 

 以上のことから、1 の傷病名に対する当該検査の算定は、原則として認

められると判断した。 

 一方、2 の病名では、大腸菌感染が未確認であること、また、急性胃腸

炎はその原因が主にウイルスであることを踏まえ、当該検査の算定は原則

として認められないと判断した。 



 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 


